
引上げ分の地方消費税交付金（社会保障財源化分）が充てられる社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費（令和５年度当初予算）

【歳入】 地方消費税交付金（社会保障財源化分） 120,000 千円

【歳出】 社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費 1,993,306 千円

≪社会保障４経費その他社会保障施策に要する経費≫ （単位：千円）

国県支出金 地方債 その他 計
引き上げ分の

地方消費税交付金
（社会保障財源分）

その他

高齢者福祉費 34,906 803 0 1,543 2,346 3,639 28,921

障害者福祉費 313,214 221,704 0 5,305 227,009 9,636 76,569

児童福祉費 790,774 517,874 0 13,041 530,915 29,047 230,812

母子福祉費 2,311 1,155 0 0 1,155 129 1,027

その他社会福祉費 99,512 348 0 5,187 5,535 10,505 83,472

国民健康保険（操出金含む） 197,865 134,309 0 0 134,309 7,104 56,452

介護保険（操出金含む） 246,991 16,407 0 0 16,407 25,774 204,810

後期高齢者医療（操出金含む） 205,137 0 0 0 0 22,930 182,207

予防費 60,423 1,008 0 0 1,008 6,641 52,774

母子保健費 7,800 649 0 0 649 799 6,352

その他保健衛生費 34,373 0 0 415 415 3,796 30,162

1,993,306 894,257 0 25,491 919,748 120,000 953,558

※地方消費税交付金（社会保障財源化分）は、各事業に要する一般財源の比率に応じて按分充当しています。
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